
新たな民間活用に関する方針 策定の考え方（案）【概要版】

１．本市がめざす「民間活用」の基本的考え方

現在、日本の人口が減少する中、川崎市では人口増加が続いており、市税収入は堅調に推移している一

方で、社会保障や防災・減災対策、都市機能の充実などによる財政需要は増加しており、都市部における

財政需要に対応するための地方税財政制度上の措置が十分とはいえないことなどから、今後も大変厳しい

財政状況が続く見通しとなっている。

このような中でも、「安心のふるさとづくり（成熟）」と「力強い産業都市づくり（成長）」の調和を図り

ながら、「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」の実現をめざしていくためには、長

期的な視点からの十分な備えをしていく必要がある。公共施設の整備・管理・運営においては、都市イン

フラや公共施設の老朽化や多様化する市民ニーズなどに対応し、市民満足度の高い行政サービスを持続可

能な形で提供し続けるためには、従来の公共の業務の一部を民間事業者に担わせるといった活用方策から

一歩進み、民間事業者の主体的な発案や提案など、民間ならではの発想からのアイデアやノウハウを最大

限に活用して、効率的・効果的な市民サービスの提供とそのサービスの質の向上の実現につなげることが

必要である。

また、新しい民間活用の機運を高めていくためには、行政と民間事業者が、発注者と受注者の関係に加

え、「公共」を共に担い、共に創り

上げていく意識を共有することが

重要であり、行政側が率先して民

間事業者をより最適な公共サービ

ス実現のための重要なパートナー

として再認識することも必要であ

る。

このような考え方をもとに、今

後、本市では民間活用の推進に積

極的に取り組んでいくこととす

る。

２．これまでの経緯（民間活用に関する方針等）

川崎市における新事業手法導入に関する基本方針（平成１３年１月策定） 

  ＰＦＩ法等の関係法令等を踏まえ、本市において実施される事業の執行にＰＦＩ等の新事業手法を導

入していくことを基本的な考え方とし、候補事業選定における視点などを概括的に整理。

新事業手法（川崎版 PFI）導入実務指針 （平成１４年５月策定）

  ＰＦＩの概要や特徴（性能発注、ＶＦＭの実現、債務負担行為の設定等）、事業執行における留意点

（透明性・公平性の確保、行財政運営の効率化、市民サービス向上等）などＰＦＩ制度の基礎的概念の

ほか、候補事業選定の考え方や事業化に向けた意思決定プロセス・検討内容、各段階における関係部局

の役割などを整理。

民間活用ガイドライン （平成２０年１１月策定） 

民間活用に関する本市の基本的な考え方を整理するとともに、民間活用を実施する上での課題に対応

した標準的な手順を示すことにより、民間活用の適切な推進と安全で良質な公共サービスの提供を行う

ための考え方を整理。

３．方針等策定後の法令改正等の環境変化 

（１）PFI 法の改正の経過（主なもの） 

平成２３年６月改正 ●民間事業者による提案制度の導入 ●コンセッション方式の導入 など

平成３０年６月改正 ●公共施設等運営権者が指定管理者を兼ねる場合の特例 など 

（２）多様な PPP／PFI 手法導入を優先的に検討するための指針 

平成２７年１２月に内閣府政策統括官および総務省大臣官房地域力創造審議官の連名により都道府

県および政令指定都市宛てに「優先的検討規程（多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が適切かどうかを自

ら公共施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討するための手続きおよび基準等）」の策定が要

請された。

（３）都市公園法の改正 

  平成２９年６月に都市公園法が改正され、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公園施

設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の整備、改修等を一体的に行

う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」（Park-PFI。以下「P-PFI」という。）が新たに設けら

れた。

（４）先進自治体の取組 

●横浜市⇒ワンストップ窓口の設置 ●福岡市⇒ＰＰＰ地域プラットフォームの設置 など

４．策定の考え方 

（１）計画策定にあたっての基本認識 

   ●法改正等の状況変化に対応した新たな方針が必要

   ●民間活用の推進のため、多様な主体との幅広い分野での連携を進めるしくみの再構築が必要

   ●国や先進自治体の取組を積極的に取り入れていくことが有効

   ●「ガイドライン」、「基本方針」、「実務指針」の関係性の整理（統合・再整理など）が必要

（２）策定に向けた検討方針 

方針１：多様な民間活用のあり方の再整理 

● 現方針等で主眼をおいている民間活用

の相手方及び対象となる事業分野につ

いて、改めてその範囲や想定する具体

的な連携手法を整理する。

方針２：民間活用を進めるうえでの課題と

対応策の検討 

● 方針１で整理した多様な連携パートナーとの多様な事業分野での連携において、①民間ならではの

発想からの創意工夫をいかに引き出し、②いかに効率的・効果的な市民サービスの提供とその質の

向上の実現につなげるか、③またサービスの安全性・継続性をいかに担保するか、などの視点から

課題を整理し、その課題解決のための具体的な取組を検討する。

方針３：民間活用を進めるための取組を有機的に連携させたしくみの検討 

● 庁内的な意思決定プロセスや制度的枠組みなどを有機的に連携させながら、民間活用の事業を促進

するためのしくみを検討する。

【現方針の民間活用】 
●連携主体が民間企業 主眼
●主 施設整備 管理運営事
業、PFI 手法を対象 

●現行法 未対応

【新たな方針でめざすところ】 
●多様な主体との連携に拡大 
●施設整備 管理運営事業 
他、公有財産の有効活用、ソ
フト的な事務事業等にも拡大 

●現行法 規定 対応 

【課題・論点 
民間     発想   創意
工夫 引 出     効率的 
効果的な市民サービスの提供とそ
のサービスの質の向上の実現につ
なげ、またサービスの安全性・継
続性をいかに担保するか 

川崎市における新事業手法導入に関する基本方針 

新事業手法（川崎版ＰＦＩ）導入実務指針 

民間活用ガイドライン 

既存の方針等 新たな要素 

優先的検討規程の考え方 

P-PFI など新たな民間活用の

考え方 

ＰＦＩ法改正への対応 

新たな民間活用に関する方針 

多様な主体との連携のしくみ 
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（３）課題の設定と取組の方向性 

  今後、より幅広い分野で民間活用を促進していくにあたっては、現状の課題を整理し、その課題解決

に向けての方策を検討することが必要であるが、現時点において以下の課題を想定し、今後具体的に課

題を把握・整理しながら、対応策の検討、方針等の改正に繋げる。

（課題１）連携分野の多様化 

● これまでの民間活用は、「方針等」に従い、主に民間企業との施設整備・管理運営事業の分野におけ

る連携に主眼が置かれてきたところであるが、多様な主体を連携のパートナーと定め、施設整備・

管理運営事業の分野の他、ソフト的な事務事業や内部管理事務など、幅広い分野での恒常的な連携

を図っていくことが必要である。

 ⇒取組１ 連携の対象範囲と公民連携手法の整理

     ○より効果的な民間活用の取組を図っていくために、改めてどのような分野においてどのよう

な公民連携手法を念頭に進めていくべきか整理を行う。

（課題２）民間活用に向けての検討プロセスの再構築 

● 「方針等」では、PFI等の手法を中心に、公共施設整備や管理運営事業を対象とした検討プロセス
が構築されているところであるが、公有財産の有効活用、ソフト的な事務事業などを含めた幅広い

分野の事業を組み入れた形に再構築し、実効性のある手続きとすることが必要である。

● また、こうした検討においては、行政の目線だけではなく、民間の目線から意見を把握することも

重要であり、検討プロセスのなかに民間事業者の意見把握のステップの設定を検討する。

 ⇒取組２ 優先的検討規程の検討ステップとの整合

     ○一層の民間活用を図っていく上では、既存の民間活用による事業化検討プロセスに対し、政

策決定の流れをより明確化するほか、民間との対話の行程を組み入れるなど、改めて必要な

見直しを行うとともに、国の示す「優先的検討指針」を踏まえて再構築していく。

（課題３）地元企業の活用促進 

● PPP・PFIなどの取組については、特に地元企業の積極的な活用を検討する必要がある。

● 地元企業に対しては、民間活用手法に関する基礎的知識の習得や、本市の民間活用の取組に関する

情報収集、地元企業ならではの強みを踏まえた多様な事業者との JV 組成に向けたマッチングの推

進など、事業参画が容易となるよう環境・条件を整備していくことが必要である。

⇒取組３ (仮称)川崎市 PPP プラットフォームの設置 

    ○公民連携手法に関する基礎的知識を習得し、民間活用の対象となる事業に関する情報等を共

有でき、今後の事業参画に向けて、大企業や異業種企業とのネットワークを構築できる情報

共有等の場＝プラットフォームの設置を検討する。

（課題４）民間からのアイデアの取り込み 

● 民間からの発案を促し、多様なアイデアを取り入れていくことが重要であるため、そのしくみ・し

かけの構築が必要である。

 ⇒取組４ 民間提案制度の創設

     ○民間の発意に基づく提案を受け付ける「民間提案制度」（PFI法に基づく民間提案を含む）の
創設に向けた検討を行う。

（課題５）公共サービスの安全性等担保のための確実なモニタリング 

● 確実なモニタリングの実施によるサービスの質や事業の安全性・継続性の確保を行うための手法等

の構築が必要である。

⇒取組５ モニタリング方法・体制の再構築

    ○モニタリング自体が目的化しないように、その目的や対象を明確化するとともに、モニタリ

ングの枠組みや、問題発生時の対処方法等を改めて整理し、再構築する。

（課題６）各取組の有機的な連携と実効性の担保 

● 各課題への対応の取組が連動することにより一層の民間活用が促進するよう、各取組間を有機的に

連携させ実施していくことが求められるが、その連携のあり方や取組の体系化を政策決定プロセス

として機能させるためのしくみを構築する必要がある。

 ⇒取組６ 各取組の体系化

○より幅広い分野で民間活用を促進していくにあたっては、「新しい民間活用推進のしくみ」を

軸に「民間提案制度」や「PPPプラットフォーム」、「新たなモニタリング」の要素を組み込
むことで、実現性の高い民活事業を継続的に創出し、かつそのサービスの質や安全性等を確

保し、もって効果的な民間活用の取組が期待できると考えられることから、各取組を有機的

に連携させ体系化していく。

（４）今後のスケジュール 

新たな民間活用に関する方針の策定については、「川崎市民間活用推進委員会」において、審議を行い

ながら進めるものとする。

連携分野の多様化課題１

民間活用 向   検討    再構築課題２
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取組① 連携 対象 範囲 公民連携手法 整理

取組② 優先的検討規程の検討ステップとの整合
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取組④ 民間提案制度 創設

取組⑤ モニタリング方法・体制の再構築

取組⑥ 各取組の体系化


